
帯広市教育振興基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月 28日 

帯広市長 米 沢 則 寿   

 

 帯広市条例第 11号       

帯広市教育振興基金条例の一部を改正する条例 

 帯広市教育振興基金条例（平成 16年条例第 15号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び帯広市の教育研究実践」を「、教育研究実践及び教育環境の整備」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


